
 

 
 

 

決裁遅延 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年６月12日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

東住吉警察署 

 

経費支出伺（支出負担行為）決裁５件が、納品書の受領日後に行われていた。 

 

１ 契約名称：自転車修繕 

(1)納品日：平成29年４月５日 

(2)経費支出伺の起案日：平成29年４月26日 

(3)支出額：1,500円 

 

２ 契約名称：自転車修繕 

(1)納品日：平成29年４月10日 

(2)経費支出伺の起案日：平成29年４月26日 

(3)支出額：1,100円 

 

３ 契約名称：自動車等の修繕 

(1)納品日：平成29年４月17日 

(2)経費支出伺の起案日：平成29年４月26日 

(3)支出額：540円 

 

４ 契約名称：自転車修繕 

(1)納品日：平成29年４月22日 

(2)経費支出伺の起案日：平成29年４月26日 

(3)支出額：250円 

 

５ 契約名称：自動車等の修繕 

(1)納品日：平成29年４月21日 

(2)経費支出伺の起案日：平成29年４月26日 

(3)支出額：972円 

 

 

検出事項について原因を確認し、所属のチェ

ック体制を強化する等、再発防止に向け必要な

措置を講じられたい。 

 

 

 検出事項が発生した原因について

は、当該修繕に係る契約は既に行われ

ているものと勘違いしたため経費支

出伺の作成が遅れたものである。 

契約担当者だけではなく、決裁をす

る者も契約内容の確実な確認を実施

するよう周知徹底を図った。 

【大阪府財務規則】 

（支出負担行為） 

第39条 知事又は第３条の規定により支出負

担行為に関する事務を委任された者は、予

算の範囲内であることを確認した上で支出

負担行為をしなければならない。 

２ 前項の場合において、支出負担行為をす

る者は、経費支出伺書（様式第29号の２）

を作成の上、これを行わなければならない｡

ただし、知事が別に定める場合は、この限

りでない。 

 
【大阪府財務規則の運用】 

第39条関係 

２ システムにより経費支出伺書を作成する

範囲及び時期は、次のとおりとする。 

(2) 経費支出伺書を作成する時期 

ア 競争入札の方法により契約を締結す

るもの 

契約の相手方及び契約金額が明らか

になったとき 

イ ア以外のもの 

経費支出の相手方又は内容及び支出
金額又は支出限度額を決定するとき。 



 

 
 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年６月７日） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

豊能警察署 

 

経費支出伺（支出負担行為）の変更の決裁が、出納整理期間に行われていた。 

 

「駐在所報償金」に係る経費支出の変更 

 

  (1) 債権者と支出負担行為額 

 

債権者 支出負担行為額（変更前） 支出負担行為額（変更後） 

Ａ 852,000円 847,419円 

Ｂ ― 4,581円 

 

 

 

 

 

 

(2) 債権者へ報償金を支払う対象となる期間 

 

 債権者 対象期間（変更前） 対象期間（変更後） 

Ａ H29.4.1～H30.3.31 H29.4.1～H30.3.29 

Ｂ ― H30.3.30～H30.3.31 
 

 

 

 

 

(3) 変更の経費支出伺の起案日：平成30年４月９日 

 

(4) 変更の経費支出伺の決裁日：平成30年４月９日 

 

駐在所報償金 

 駐在所勤務員の配偶者等に対し、駐在所勤務員の行う業務に協力した日数

に応じて支給される謝礼金。人事異動等により、月の途中で駐在所勤務員が

変わった場合は、前任者と後任者の配偶者等それぞれに対して日割りで支給

される。 
 

 

検出事項について原因を確認し、所属のチェ

ック体制を強化する等、再発防止に向け必要な

措置を講じられたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検出事項が発生した原因について

は、当案件の経費支出伺の作成及び決

裁が済んでいると思い込んでいたた

めであった。 

人事異動等に伴う必要な事務手続

が確実にかつ遅滞することなく行わ

れるよう幹部のチェック体制を再確

認するとともに、課員に対して周知徹

底を行った。 

【大阪府財務規則】 

（支出負担行為） 

第39条 知事又は第３条の規定により支出負

担行為に関する事務を委任された者は、予算

の範囲内であることを確認した上で支出負

担行為をしなければならない。 

２ 前項の場合において、支出負担行為をする

者は、経費支出伺書（様式第29号の２）を作

成の上、これを行わなければならない｡ただ

し、知事が別に定める場合は、この限りでな

い。 

 
【大阪府財務規則の運用】 

第39条関係 

２ システムにより経費支出伺書を作成する

範囲及び時期は、次のとおりとする。 

(2) 経費支出伺書を作成する時期 

ア 競争入札の方法により契約を締結す

るもの 

契約の相手方及び契約金額が明らか

になったとき 

イ ア以外のもの 

経費支出の相手方又は内容及び支出

金額又は支出限度額を決定するとき。 



 

 
 

 

通勤手当の誤り 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年５月22日から同年７月10日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

警察本部 

生活安全部 

生活環境課 

 

所属は、人事異動時に伴い通勤届を提出した職員の届出内容が適正

であるのにもかかわらず、認定を誤ったために通勤手当支給額に誤り

が生じた。 

 

支給対象期間 通勤届 
通勤手当 

認定額 
差額 

平成29年12月から 

平成30年９月まで 
183,950円 163,950円 20,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検出事項について、速やかに是正措置を講じる

とともに、法令等に基づき、適正な事務を行われ

たい。 

 

 

当該職員について、届出に基づく適正な経路に

より通勤手当の認定を改めて行った。 

また、未払いとなっていた通勤手当は追給を行

った。 

今後、法令等に基づき、適正な事務を行う。 



 

 
 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年５月22日から同年７月10日まで） 

 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

警察本部 

刑事部 

捜査第一課 

 

所属は、人事異動時に伴い通勤届を提出した職員の届出内容が適正

であるのにもかかわらず、認定を誤ったために通勤手当支給額に誤り

が生じた。 

 

 

支給対象期間 通勤届 
通勤手当 

認定額 
差額 

平成30年４月から 

同年９月まで 
72,700円 60,700円 12,000円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 検出事項について、速やかに是正措置を講じる

とともに、法令等に基づき、適正な事務を行われ

たい。 

 

 

当該職員について、届出に基づく適正な経路に

より通勤手当の認定を改めて行った。 

また、未払いとなっていた通勤手当は追給を行

った。 

今後、法令等に基づき、適正な事務を行う。 



 

 
 

 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年５月22日から同年７月10日まで） 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

黒山警察署 

 

病気休暇等により勤務実績のない月が発生していた職員が復職

したときは、復職等の日の属する月から次の支給月の前月末までの

期間に応じた通勤手当を支給することが必要だが、これが行われ

ず、未払いになっていた。 

 

 

支給対象期間 既支給額 
再計算による 

支給額 
未払支給額 

平成29年11月から 

平成30年３月まで 
28,748円 35,935円 7,187円 

 

 

 

 検出事項について、速やかに是正措置を講じるとともに、

法令等に基づき、適正な事務を行われたい。 

【職員の給与に関する条例】 

（通勤手当） 

第14条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。 

２ 通勤手当の額は、６箇月を超えない範囲内で、月の１

日からその月以後の月の末日までの期間として人事委

員会規則で定める期間（以下「支給対象期間」という。）

につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各

号に定める額とする。 

 

【職員の通勤手当に関する規則】 

（支給対象期間） 

第４条 条例第14条第２項に規定する支給対象期間は、人

事委員会が定める日以降６箇月の期間とする。ただし、

これにより難い場合の支給対象期間は、人事委員会が定

める。 

（支給方法等） 

第18条 条例第14条第１項の職員に対する通勤手当は、そ

の者の支給対象期間の初日の属する月の給料の支給日

に支給する。（以下略） 

第20条 条例第14条第１項の職員が、出張、休暇、欠勤そ

の他の理由により、月の１日から末日までの期間の全日

数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係

る通勤手当は支給しない。（以下略） 

 

【職員の通勤手当に関する規則の運用について】 

第４条関係 

１ 人事委員会が定める日は、毎年度４月１日及び10月１

日とする。 

 

 

 

 

 

 

 

当該職員について、復職した日の属する

月からの通勤手当の認定を改めて行った。 

また、未払いとなっていた通勤手当は追

給を行った。 

今後、法令等に基づき、適正な事務を行

う。 



 

 
 

 

産業廃棄物処理に係る事務手続の不備 

対象受検機関 検出事項 是正を求める事項 措置の内容 

 

豊能警察署 

 

 産業廃棄物収集運搬処分委託に関する事務処理について、以下の不備

があった。 

 

１ 決裁遅延 

経費支出伺（支出負担行為）の変更の決裁が、出納整理期間に行われ

ていた。 

(1)契約期間：平成29年４月１日から平成30年３月31日まで 

(2)変更経費支出伺の起案日：平成30年４月９日 

(3)変更経費支出伺の決裁日：平成30年４月９日 

(4)支出負担行為額：11,502円（増額） 

 

２ 産業廃棄物の収集・運搬及び処分の許可を受けた業者の住所と、見

積書・契約書上の業者の住所が一致していなかった 

(1)産業廃棄物の収集・運搬の許可 大阪市淀川区○○ Ａ株式会社 

(2)産業廃棄物の処分の許可    大阪市淀川区○○ Ａ株式会社 

(3)見積書・契約書の相手方    神戸市東灘区△△ Ａ株式会社 

(4)請求書の相手方        大阪市淀川区○○ Ａ株式会社 

 

３ 契約書に記載のない単価での支払いが行われていた。 

(1)契約書上の単価 

収集・運搬 １回当たり     20,050円 

処分    １キログラム当たり   35円 

(2)実際の支払 

 収集・運搬 １回当たり     20,050円 

処分    １回当たりの量が85キログラムに満たない場合は、 

最低料金を適用し3,000円／回 

 

検出事項について原因を確認し、所属のチェック体制を強化

する等、再発防止に向け必要な措置を講じられたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検出事項が発生した原因につ

いて、１は、支出負担行為額の

不足に気付くのが遅れたため、

出納整理期間に変更経費支出伺

を行ってしまった。２は業者か

ら提出された見積書及び許可書

の内容を十分に確認していなか

ったため住所地の相違に気付か

なかった。３は、双方が見積書

記載内容を確認せずに契約書を

作成したことが原因である。な

お、毎回の支払い時は業者から

見積書記載のとおりの請求があ

り、当署もそれに基づく支払い

を行っている。 

 今後は、支出負担行為額の管

理を徹底するチェック体制を再

確認するとともに、契約行為時

には複数人で確認するよう、会

計課員に対して今後同様の誤り

を行わないよう周知徹底を行っ

た。 

【大阪府財務規則】 

（支出負担行為） 

第39条 知事又は第３条の規定により支出負担行為に関す

る事務を委任された者は、予算の範囲内であることを確認

した上で支出負担行為をしなければならない。 

２ 前項の場合において、支出負担行為をする者は、経費支

出伺書（様式第29号の２）を作成の上、これを行わなけれ

ばならない｡ただし、知事が別に定める場合は、この限り

でない。 

【大阪府財務規則の運用】 

第39条関係 

２ システムにより経費支出伺書を作成する範囲及び時期

は、次のとおりとする。 

(2) 経費支出伺書を作成する時期 

ア 競争入札の方法により契約を締結するもの 

契約の相手方及び契約金額が明らかになったとき 

イ ア以外のもの 

経費支出の相手方又は内容及び支出金額又は支出

限度額を決定するとき。 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】 

（事業者の処理） 

第12条 事業者は、自らその産業廃棄物（特別管理産業廃棄

物を除く。第５項から第７項までを除き、以下この条にお

いて同じ。）の運搬又は処分を行う場合には、政令で定め

る産業廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準（当該基

準において海洋を投入処分の場所とすることができる産

業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつて

は、その投入の場所及び方法が海洋汚染等及び海上災害の

防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその

投入の場所及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄

物処理基準」という。）に従わなければならない。 

６ 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は

処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなけれ

ばならない。 

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令】 

（事業者の産業廃棄物の運搬、処分等の委託の基準） 

第６条の２ 法第12条第６項の政令で定める基準は、次のと

おりとする。 

４ 委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、次

に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で

定める書面が添付されていること。 

イ 委託する産業廃棄物の種類及び数量 

ロ 産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的

地の所在地 

ハ 産業廃棄物の処分又は再生を委託するときは、その処

分又は再生の場所の所在地、その処分又は再生の方法及

びその処分又は再生に係る施設の処理能力 

ニ 産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、

当該産業廃棄物が法第15条の４の５第１項の許可を受

けて輸入された廃棄物であるときは、その旨 

ホ 産業廃棄物の処分（最終処分（法第12条第５項に規定

する最終処分をいう。以下同じ。）を除く。）を委託する

ときは、当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在

地、最終処分の方法及び最終処分に係る施設の処理能力 

ヘ その他環境省令で定める事項 



 

 
 

 

監査（検査）実施年月日（委員：平成－年－月－日、事務局：平成30年６月７日） 

 

 

 

 

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則】 

（委託契約に含まれるべき事項） 

第８条の４の２ 令第６条の２第４号ヘ（令第６条の12第

４号の規定によりその例によることとされる場合を含

む。）の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 

２ 委託者が受託者に支払う料金 

【大阪府財務規則】 

（契約書の作成） 

第64条  契約担当者は、契約を締結しようとするときは、

次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければなら

ない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事

項については、この限りでない。 

  (2)  契約金額 


